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地方税財政の充実・強化について 

 
《提案・要望の内容》 
【地方交付税関係】 
○地方の財政需要を地方財政計画に的確に反映し、必要な地方一般財源総額を確

保すること。併せて、地方財政や地方税制については「国と地方の協議の場」
において議論し、地方の意見を十分に反映すること。 

 
○プライマリーバランスの黒字化を理由に地方交付税を圧縮するため、県民１人

当たりの人件費や維持補修費といった行政コストの比較による一律の歳出削減
はしないこと。 

・地方の一般歳出の大半（８～９割程度）は国の法令等の関与が存在する義務的経費 
であり、国、地方の行政事務のあり方を見直す必要がある。 

・地方部では、地理的要因や人口の偏在等によってスケールメリットが働かず、高齢 
化率も高いため、森林保全や高齢者対策などの経費が増嵩する。 

・厳しい財政状況の中、積極的な行財政改革・効率化を行い、財源を生み出しながら、
地方創生を先取りした移住定住等の施策にも取り組んでいる。 

・民間委託や指定管理者制度の導入を前提とした単位費用縮減の動きがあるが、地方 
部においてはコスト縮減の観点ではなく、疲弊した地方経済や民間活力を喚起する 
側面もあるため、地方の声をよく聞いた上での配慮が必要である。 

 
○新設された「まち・ひと・しごと創生事業費」の算定にあたっては、人口増減

率などの成果指標のウェイトを過度に重くすることなく、財政力の低い自治体
へ一層配慮すること。 
・地方創生の推進にあたっては、当県のように個々の市町村の規模が小さい団体では、

県において広域にわたる事務や連絡調整を行うなどの役割が必要である。 
 
○リーマンショック後に措置された歳出特別枠及び別枠加算については、回復途

上にある地方の経済再生にブレーキをかけないよう、堅持すること。また、地
方創生に必要な財源を中長期的に確保すること。 

 
○行革や経済活性化施策等の実績を評価する地方交付税の算定にあたっては、実

態に応じた指標を用いるなど、地方が自主努力により取り組む行革や産業育成
等の施策を最大限支援する仕組みとすること。 

 
○法人住民税の一部を原資化して措置される交付税の配分にあたっては、財政力

の弱い自治体により一層配慮した仕組みとすること。 
 
【税制関係】 
○平成２７年度以後数年で法人実効税率を２０％台まで引き下げることを目指す

とされているが、地方の財政運営に支障が生じないよう、課税ベースの拡大な
どの代替措置により恒久的な地方税財源を確保すること。また、外形標準課税
の更なる拡大や適用対象法人のあり方の検討にあたっては、地域経済への影響
を踏まえて、中小企業への配慮を適切に行うこと。 

 
○消費税の軽減税率の導入は、区分経理方式による事業者負担や対象品目の線引

きなど検討を要する課題が多岐にわたることから、時期も含めてその導入につ
いては慎重に検討するとともに、地方の社会保障財源に影響を与えることの無
いよう代替財源を確保する方策を同時に講じること。 

 
○森林吸収源対策における地方の役割の重要性を踏まえ、「地球温暖化対策のた

めの税」の使途に森林吸収源対策を位置づける又は「森林環境税（仮称）」を
創設するなど、間伐等による森林の整備・保全の推進に必要な安定的な地方財
源を確保し、予算を適切に配分すること。 

 



 



大学生等の地方定着のための奨学金に対する財政措置について 
 
 
《提案・要望の内容》 

○大学生等の地方定着のために奨学金返還を支援する基金について、制度を一

層充実させることができるよう、民間企業等の出捐の多寡に関わらず地方自

治体の出捐総額全体を特別交付税対象とするとともに、措置率を引き上げる

こと。 
 

 
＜参考＞ 

 鳥取県未来人材育成奨学金支援事業イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


